
規則第６４号 

独立行政法人国立印刷局職員倫理規則を次のように定める。 

平成１５年４月１日 

 

                     理事長 冨 沢   宏 

 

独立行政法人国立印刷局職員倫理規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、国家公務員倫理法（平成１１年法律第１２９号。以下「法」と

いう。）及び国家公務員倫理規程（平成１２年政令第１０１号。以下「政令」とい

う。）の適用に当たって必要な事項を定め、もって独立行政法人国立印刷局（以下

「印刷局」という。）の職員（以下「職員」という。）の職務に係る倫理の保持に

資することを目的とする。 

 （本省課長補佐級以上の職員） 

第２条 法第２条第２項第５号の規定に基づく「本省課長補佐級以上の職員」に相当

する職員（第５条において「補佐級職員」という。）は、独立行政法人国立印刷局

職員給与規則（平成１５年規則第１１号）の適用を受ける職員であって、次の各号

に掲げる職群及び等級の者とする。 

一 指定職群３等級以上の職員（専門官、係長、警備専門官及び困難な業務を処理

する官職にある者を除く。） 

二 工芸職群１等級以上の職員（工芸官の職務にある者を除く。） 

三 研究職群１等級以上の職員 

四 医療職群２等級以上の職員（医師の職務にある者を除く。） 

 （倫理監督官） 

第３条 印刷局における法第３９条の規定に基づく倫理監督官（以下「倫理監督官」

という。）は、理事長とする。 

 （倫理管理官等） 

第４条 倫理監督官は、印刷局の職員の職務に係る倫理の保持を確実に図るため、政

令第１５条第２項の規定に基づき、本局総務部長（以下「総務部長」という。）を倫

理管理官として置く。 

２ 倫理監督官は、次の各号に掲げる職務を、前項に規定する倫理管理官に行わせる

ものとする。 

 一 法第６条に規定する報告書の提出状況の把握及び審査並びにその結果に対す

る指導及び助言 

 二 法第９条に規定する報告書の保存及び閲覧請求に対する対応 



 三 政令第４条第２項及び第１０条に規定する職員からの相談に対する必要な指

導及び助言 

 四 政令第８条に規定する届出の受理 

 五 政令第９条に規定する承認 

 六 前各号に掲げる事項の倫理監督官への協議又は報告 

３ 倫理管理官の職務を円滑に遂行するため、本局、研究所及び工場にそれぞれ倫理

管理官補佐を置く。 

４ 倫理管理官補佐は、総務部長が別に定めるものとする。 

 （倫理管理官への報告及び相談） 

第５条 補佐級職員は、法第６条に規定する贈与等報告書を倫理管理官に提出しなけ

ればならない。 

２ 職員は、政令第４条第２項及び第１０条に規定する相談その他職員の職務に係る

倫理の保持に関する相談を、倫理管理官に対して行う。 

 （倫理監督官が定める管理職員） 

第６条 政令第７条第３項に規定する「倫理監督官が定めるもの」は、国立印刷局手

当支給等規則（平成１７年規則第９号）別表３（管理職手当の支給対象となる指定

官職及び区分表）に掲げる役職にある職員とする。 

 （倫理管理官への届出及び承認） 

第７条 職員は、政令第８条に規定する届出をする必要がある場合は、総務部長が別

に定めるところにより、あらかじめ倫理管理官に届け出なければならない。 

２ 職員は、政令第９条第１項に規定する承認を得る必要がある場合には、あらかじ

め倫理管理官に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 職員は、やむを得ない事情により、前２項に規定する届出又は申請をすること

ができない場合は、事後において速やかに倫理管理官に届出又は報告をしなければ

ならない。 

 （講演等における報酬の基準） 

第８条 政令第９条第２項の規定に基づき、職員が利害関係者からの依頼に応じて

報酬を受けて講演等をしようとする場合の職員に参考となるべき報酬の基準は、次

の各号に定めるとおりとする。 

 一 利害関係者からの依頼に応じて職務に関して職員が行う講演、討論、講習、

研修又は放送番組への出演に対する報酬の上限は、１時間当たり２万円程度を目

安とする。 

 二 利害関係者からの依頼に応じて職務に関して職員が行う著述に対する報酬の

上限は、４００字当たり４千円を目安とする。 

 三 講演等の内容が高度の専門性を有する場合その他前２号の規定により難い場

合には、倫理監督官又は倫理管理官に相談し、その指示に従う。 



 四 利害関係者以外の事業者等からの依頼に応じて職務に関して報酬を受けて講

演等を行う場合及び利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて職務に関しな

い講演等を行う場合には、前３号の規定に準ずる。 

２ 前項各号の規定にかかわらず、職員は、職務として講演等を行う場合は、報酬

を受領してはならない。 

 （贈与等報告書の閲覧） 

第９条 政令第１３条第３項の規定に基づき、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事

項は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、総務部長が別に定めるものとする。 

 （報告等の手続） 

第１０条 職員の職務に係る倫理の保持にかかる報告、相談、届出、承認等の手続

その他倫理の保持に関する必要な事項については、総務部長が別に定めるものと

する。 

   附 則 

 この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

○ 改正 （１７．３．２３ 規則第１６号） 施行１７．４．１  

     （１８．３．３１ 規則第１５号） 施行１８．４．１ 

     （２０．３．２４ 規則第 ８号） 施行２０．４．１ 

     （２２．３．３１ 規則第１１号） 施行２２．４．１ 

（２５．３．１９ 規則第 ３号） 施行２５．４．１ 

（２７．３．３１ 規則第 ５号） 施行２７．４．１ 

（２８．３．１７ 規則第 ３号） 施行２８．４．１ 

（３１．３．２０ 規則第 ３号） 施行３１．４．１ 

（ ４．３．１８ 規則第 ６号） 施行 ４．４．１ 

 


